別記様式第６号の３（第１０条関係）
報告日　　　年　　月　　日

新潟市液状化等被害住宅修繕支援事業
変更兼実績報告書
新潟市長　中原　八一　様
	（申請者）
	現住所（建物名,号室）
※避難している人は避難先
	〒


	傾斜修繕加算
□
※半壊～全壊のみ

	ふりがな
	

	
	氏名
※共同住宅の場合は管理組合の理事長名
	

	
	電話番号　※日中連絡のつく番号
	


新潟市液状化等被害住宅修繕支援事業補助金について、補助事業が完了したので次のとおり報告します。
なお、本報告書及び添付書類に記載の事項は事実に相違ありません。
	罹災番号
	

	交付決定番号
	第　　　　　　　　　　　　　　　　号

	交付決定額
	　　　　　　　　　　　　　　円（うち傾斜修繕加算分　　　　　　　　円）

	交付算定額
	交付算定額計算表のとおり

	補助金交付先の変更
	□
	本事業に係る補助金について、代理受領を取り止め、交付先を申請者本人に変更します。また振込先は下記のとおりです。


	金融機関名
	
	□銀　　行　□信用金庫
□信用組合　□(      )
	
	支店

	預金種別
	□普通　　□当座
	口座番号
	
	
	
	
	
	
	

	口座名義（カナ）
	



交付算定額計算表
	
	
	
	
	

	Ａ
	施工者①　工事費内訳証明書　
	,000円
	1 
	うち「1．傾斜修繕」
	円
	

	
	施工者②　工事費内訳証明書
	,000円
	2 
	うち「1．傾斜修繕」
	円
	

	
	施工者③　工事費内訳証明書
	,000円
	3 
	うち「1．傾斜修繕」
	円
	

	
	①+②+③　計
	,000円
	
	うち「1．傾斜修繕」
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Ｂ
	交付決定額
	,000円
	
	うち傾斜修繕加算分
	円
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Ｃ
	交付算定額
	,000円
	
	B≧Cであること

	
	
	
	
	





様式第２号の２
工事費内訳証明書
	（対象工事の施工者）
	所在地
	〒


	
	会社名
	

	
	代表者名
	　　　　　　　　　（担当者　　　　）

	
	電話番号
	


（宛先）新潟市長

傾斜修繕加算
□
※半壊～全壊のみ




本申請に係る工事の内容及び工事費（税抜）の内訳は、下記のとおりであることを証明します。
	補助対象外経費
	・家具や家電製品等の動産に係る費用
・発災日以前に着手した工事に係る費用
・被災者住宅応急修理制度で計上した費用
	
	工期
	令和　　年　　月　　日から
令和　　年　　月　　日まで

	
	
	
	
	

	工事内容
	
	金額（税抜）
	

	１.傾斜修繕
	
	
	円

	２.屋根修繕
	
	
	円

	３.外壁修繕
	
	
	円

	４.開口部修繕
	
	
	円

	５.基礎修繕
	
	
	円

	６.内装、造付家具修繕
	
	
	円

	７.電気、ガス、上下水道、水回り等の設備修繕
	
	
	円

	８.敷地の舗装、車庫、物置等修繕、撤去等
	
	
	円

	９.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
	
	
	円

	合計(a)
	
	円

	A：上記合計額(a)の千円未満を切り捨てた額
	,000
	円



受付窓口記入欄
	B
	上限額
	□一部損壊
□準半壊
□半壊
□中規模半壊
□大規模半壊
□全壊
	10万円
30万円
50万円
50万円
100万円
100万円
	
　　　　　➡
＋□傾斜修繕
加算
50万円
※半壊～全壊のみ
	Ｂ 　　 　　 万円　傾斜修繕加算  b1　   　  万円補助金の上限額 b2   　 　 万円
▼共同住宅の共用部（合算申請）の場合は、
傾斜修繕加算　：「50万円× 戸数」
補助金の上限額：「補助金の上限額× 戸数」

	C
	交付決定済額　　 　Ｃ　　　　     円
うち傾斜修繕加算分ｃ1　　　　    円
Ｃ － c1 ＝ ｃ2　　　　    円
※（申請1回目は0円）
	D
	申請可能残額　　  Ｄ　　　　  ,000円←（Ｂ－Ｃ）
傾斜修繕加算残額 ｄ1　　　　 ,000円←（b1－ｃ1）
ｄ2　　　　 ,000円←（b2－ｃ2）

	E
	
	全施工者の A の合算 　  E 　　　　　　　　　 円
うち「１.傾斜修繕」の額  e1　　　　　　　　　 円←千円未満を切り捨て
うち　傾斜修繕以外の額   e2　　　　　　　　　 円（＝E－e1）

	

	補助金申請額 F　　
	,000
	円
	（(e2とd2のいずれか小さい額)＋ｆ)

	うち傾斜修繕加算分 f
	,000
	円
	(d1とe1のいずれか小さい額)

	



